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令和1年度 第三者評価結果 

 
≪事業所情報≫ 

 
対象事業所名 すくすく保育園 
経営主体(法人等) 社会福祉法人 ⻑幼会 

対象サービス 認可保育所 
定員（利用人数） 60 名（72 名） 
事業所住所等 横浜市都筑区大棚町 74-12 / 電話 045-595-0415 
設立年月日 平成 13 年 4 月 1 日 
職員数 常勤職員 23 名 ・ 非常勤職員 5 名 
第三者評価受審回数 3 回（平成 27 年度） 
評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

 
<実施方法＞ 

 
評価実施日／評価項目 令和 2 年 2 月 19 日・20 日 ／ 標準となる評価基準 
自己評価実施 
 

期間：令和元年⒓月 11 日〜 令和 2 年 2 月５日 
職員による自己評価を、各クラスでまとめた後、乳児・幼児主任、主任
と共に集計し事前提出資料として提出。 

利用者本人調査 
 

0 歳〜5 歳児対象に 1 日の⽣活を通して観察を⾏い、園⽣活、⾷事、遊
び等を場面観察から考察をまとめた。 

 
 ＜理念＞ 
● 子どもの人権や主体性を尊重し、保護者と一体となり、心身ともに健康な児童を育てるこ

とを目標としています。 
「思いやりのあるたくましい子の育成」 

  
 ＜基本方針＞ 
● 次世代を支える子どもたちと、その家族を支えるより良い保育環境の構築。 
● 子どもの最善の利益を守り、安心・安全な保育を目指す。 
● 子どもの健やかな育ちを支援し、地域の子育て支援の拠点としての役割を果たす。 
● 高齢者や地域の方々との触れ合いを通した心豊かな保育を目指す。 
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≪総合評価≫ 

 
【施設・事業所の特徴的な取り組み】 
●すくすく保育園の経営は、社会福祉法人⻑幼会（以下、法人という）の経営です。法人の理事⻑は「⽔
野クリニック」の院⻑であり、また、クリニックを⺟体とする医療法人活人会（⽼健、居宅介護支援事業
所、高齢者グループホーム、訪問リハビリテーション）の理事⻑でもあり、「おひさま病児保育室」も運営
し、乳児から高齢者まで福祉サービスを提供し、地域へ大きく貢献しています。すくすく保育園は、平成
13 年 4 月 1 日設立され、その後「横浜みなとみらい保育園」の新設、「千丸台保育園」（横浜市）、「玉川保
育園」（川崎市）の⺠営化を引き受け、現在、法人で 4 保育園を運営しています。4 園それぞれ設立も立地・
環境も全く異なり、法人系列園とする画一的な運営ではなく、それぞれの特徴・個性を最大に⽣かし、の
びのびとした園運営とし、固定概念を払拭し、逆転の発想の采配により法人の特色・強みにつながってい
ます。 
 
●すくすく保育園の立地は、地下鉄グリーンライン東⼭⽥駅から徒歩で 12〜3 分、地下鉄ブルーラインの
センター北駅からも徒歩可能な新興住宅地に位置し、自然に恵まれた健康的な環境です。現状、保育業界
は人材不足であり、新規採用が望ましいところですが、すくすく保育園は比較的人材を確保しており、現
在は定着を大事にして取り組んでいます。具体的には、１．「人事評価制度の導入」、２．「キャリアパスに
基づく職務と賃金処遇のあり方、研修参加の為の職員体制」、３．「福利厚⽣制度の充実（宿舎借り上げ支
援制度、医療保険への加入（法人負担））」の 3 点に力を入れ、職員の満足度（ES）に注力しています。 
特徴ある４つの保育園の集合体による相互の研鑽、各園の環境に応じたスパイスの効いたそれぞれの展開
が期待される法人であり、その中でもすくすく保育園は、各職員のベクトルを１つにして明るくのびのび
と保育にあたっています。 
 

≪特に評価の高い点≫ 
 

１．【豊かな自然、楽しい⾷育】 
●すくすく保育園の立地は、横浜市営地下鉄センター北、センター南から 2 駅しか離れていない地域であ
りながら、自然がふんだんに残り、⻑閑な景色に包まれ、⼟と川等が身近にあることにより五感を育む豊
かな環境が整っており、幼少期を過ごすのにこのように恵まれたところはそうありません。菜園活動では
大根の種まきや収穫、さつまいも掘り、焼き芋会、じゃがいも掘りを通しての「⾷育」につなげた活動や、
伝統⾏事の餅つき、団子づくり、どんど焼き等、様々な経験をできるよう提供し、自然とのふれあいでは
カブトムシ、鈴⾍、蚕、アゲハ蝶等の飼育、園庭での泥んこ遊びや年⻑児の園庭でテントを張ってのお泊
り保育など、ダイナミックな体験ができます。今、都会では一番贅沢な⽣活であり、アスファルトの道路
に高層マンションでは経験できないようなことを子どもたちは幼少期に体験を積み、すくすく保育園の子
ども一人ひとりが培った経験値と心の宝物は、思いやりのあるたくましい子どもへと育まれ、成⻑の活力
となっていくと思います。 
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２．【和太鼓】 
●「評価の高い点」に日常保育も挙げられますが、それ以上に特別保育が際立ち、取り組みに秀でている
ものとして、特に、「和太鼓」について挙げます。園から指導を依頼している NPO 法人「打鼓音」は、太
鼓 6 台と大小の鼓を持参して来訪します。和太鼓、鼓笛隊等、取り入れられる園は限られており、他園で
も取り組みに入れられない事情に立地の問題があります。すくすく保育園は、⻄側は道路、北側は法人系
列の介護⽼人保健施設「都筑ハートフルステーション」、東側は⽼健の通路、南側は早淵川という立地であ
り、東⻄の住宅は敷地がゆったりしていることや、近隣の協力をいただきながら太鼓の音の苦情の出ない
対応をしています。恵まれた環境下で子どもたち・保育士はいきいきと練習に打ち込んでいます。3 歳か
ら 5 歳まで、太鼓に慣れることから段階を追って本格的な太鼓を打つまでを習い、心地良く響く音色と力
強い演奏姿は凛々しく印象的です。和太鼓は心身の健康、正しい姿勢、力いっぱい太鼓を叩くためストレ
スの解消にもなります。また、日本の伝統文化であり挨拶の仕方や目上への礼儀作法、団体演奏である協
調性を培い、発表会の機会による表現力・度胸も身に付きます。すくすく保育園では、和太鼓の魅力と理
解を基に園全体で積極的に取り組んでいます。 
 
３．【体操・英語】 
●外部の講師を招いて⾏い、保育内容の充実を図ると共に子どもたちの可能性の芽を育て、和太鼓の他に
英語と体操を実施しています。英語はネイティブな講師をインターナショナル・ランゲージ・ハウスより
毎月派遣していただき、「英語で遊ぼう」を年間プログラムに入れて定期的に⾏っています。英語という言
語、日本以外の外国・人にふれる事により、情操教育につなげています。体操は、総合体育研究所神奈川
に依頼し、子どもの健康増進、運動能力等の向上を図り、保育士も専門家の指導方法を吸収し、自己の保
育力を上げる目的も含み、保育の質の向上にもつながる相乗を加味した良い取り組みです。 

 
≪改善を求められる点≫ 

 
1. 【地域の中核園の自覚】ああああああああああああああああああああ                 
●横浜市の待機児童解消宣言に呼応して、新設保育園が雨後の筍の如くに開所されましたが、同時に神奈
川県への移住も増え、待機児童は一向に減少が見られません。また、新設保育園は基本的に駅近であった
り、マンションの専有分を活用した園庭を持たない園舎等も多く目立ちます。公立認可保育園が⺠営化で
縮小化した現在、これらの園をまとめて指導する中核園が必要です。すくすく保育園は場所的、人的、規
模的に適任と考えられ、大きく区をブロックに細分化して地域の保育園の指導、ネットワーク化を図る等、
地域の中での活性化を図られることを期待します。さらには、公立認可保育園のセンター園のネットワー
ク保育士を中心に、地域の⺠間中核保育園の職員がメンバーとなった組織の働きがあると尚良く、すくす
く保育園に期待を寄せます。 
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福祉サービス第三者評価結果 
＜標準となる評価基準＞ 

 
第三者評価受審施設 すくすく保育園 
評価年度 令和１年度 
評価機関 株式会社 R-CORPORATION 
 
＜共通評価項目（45 項目）＞ 
Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

【１】〜【９】 
Ⅱ 組織の運営管理 

【10】〜【27】 
Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

【28】〜【45】 
「理念・基本方針」「経営状況の把握」
「事業計画の策定」「福祉サービスの
質の向上への組織的・計画的な取組」 

「管理者の責任とリーダーシッ
プ」「福祉人材の確保」「育成・運
営の透明性の確保」「地域との交
流、地域貢献」 

「利用者本位の福祉サービス」
「福祉サービスの質の確保」 

 

 
※「標準となる評価基準」で示す判断基準「A・B・C」はランク付けではありません。判断基準
はより望ましい⽔準に向けた「到達状況」を示すものであり、評価「B」が標準的とし、特に良
い内容、秀でた内容は「A」で示しています。「C」については更なる努力を期待するものとしま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜内容評価項目（20 項目）＞ 

A-Ⅰ 保育内容 ①〜⑯ A-Ⅱ 子育て支援 ⑰〜⑲ A-Ⅲ 保育の質の向上 ⑳ 

「全体的な計画の作成」「環境を通し
て保育、養護と教育の一体的展開」「健
康管理」「⾷事」 

「家庭との緊密な連携」「保護者
等の支援」 

「保育実践の振り返り（保育士等
の自己評価）」 
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共通評価Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
１ 理念・基本方針 
（１）理念、基本方針が確立・周知されている 
【1】 Ⅰ-1-（1）-①  理念、基本方針が明文化され周知されている 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●社会福祉法人⻑幼会（以下、法人という）の事業目的に沿い、保育理念に「思いやりのあるたくましい子の育
成」を謳い、基本方針に 5 項目を掲げています。職員に対しては、新年度事業計画の策定において職員も参画し、
理念、基本方針への理解を深めると共に、経営に関しても関心を持てるようにしています。理念、方針はパンフ
レット、園のしおり（重要事項説明書）、ホームページに掲載して周知しています。保護者へは、入園説明会にて
理念、方針について説明を⾏い、園のしおりを配付し、理解を促しています。園見学者については見学時に園の
パンフレットを配付して説明を⾏っています。 
 
２ 経営状況の把握 
（１）経営環境の変化等に適切に対応している 
【2】 Ⅰ-2-（1）-①  事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 
●事業経営をとりまく環境については、福祉医療機構（ワムネット）からの情報収集や職業紹介事業者等と意見
交換等により最新の動向の把握に努めています。横浜市や都筑区の園⻑会、幼保小連絡会に積極的に参加し、⾏
政区の福祉計画や利用者動向、課題等について意見交換を⾏い、把握するようにしています。外部委託の税理士
法人から毎月の予算進捗分析を受け、収支内容の把握・分析を⾏い、毎月の企画運営会議（役員で構成）で確認
を得て、運営に反映しています。 
 

【3】 Ⅰ-2-（1）-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●法人内の各園⻑で構成する園⻑会や企画運営会議で抽出した課題について企画準備会（法人本部職員で構成）
で具体的方策を検討し、理事会議案として提起及び報告を⾏い、事業遂⾏に反映するようにしています。職員会
議では理事会報告を⾏い、議案書、議事録を自由に閲覧できるようにして周知及び共有化を図っています。経営
課題のテーマとして、人材確保、セクシャルハラスメント、子どものプライバシー等も取り上げて話し合ってい
ます。  
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3 事業計画の策定 
（１）中・⻑期的なビジョンと計画が明確にされている 
【4】 Ⅰ-3-（1）-①  中・⻑期的なビジョンを明確にした計画が策定されている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●中・⻑期的なビジョンについて、中・⻑期計画は策定していませんが、事計中計として事業計画の中にビジョ
ンや⻑期に亘る計画を組み入れています。毎年度の事業（事業報告・決算）の振り返りは各施設のみならず、理
事会での検討、評議員会での審議を経て実施しています。次年度の事業計画の基本的な取り組み方針、運営課題
の解決及び改善に向けては、PDCA サイクルにより計画の修正、見直しに取り組んでいます。 
 

【5】 Ⅰ-3-（1）-②  中・⻑期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている 
評価結果 Ｂ 

 
評価の理由 

 
●単年度事業計画の策定にあたり、前年度の事業結果（報告・決算）を PDCA サイクルに沿って見直しを図り、
計画（案）を作成し、理事会の審議・決定、評議員会の承認を得て実施しています。運営計画の策定では、法人
本部から具体的な方針を踏まえた指導を受け、策定に⽣かしています。 
 
（2）事業計画が適切に策定されている 
【6】 Ⅰ-3-（2）-①  事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に⾏われ、 

職員が理解している  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●前年度の事業について園⻑を中心に職員間で振り返りを⾏い、反省を基に今年度の事業報告を作成し、各園が
法人へ提出し、法人本部（すくすく保育園内）で事業計画にまとめています。法人はガラス張りの運営を原則と
し、事業報告・事業計画は、職員合同研修会や職員会議等で報告及び配付し、園内に掲示及び閲覧にて保護者等
へも周知しています。事業計画は、各園の年間事業計画と併せて全体的な計画を加えて展開した指導計画と共に
二本立てで進めています。⾏事計画については現状分析及び見直しを図りながら子どもや職員に過剰な負担にな
らないように策定しています。 
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【7】 Ⅰ-3-（2）-②  事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●法人の事業計画書、事業報告書、財務諸表はファイルし、事務室に保管して自由に閲覧でるよう周知し、園の
運営計画についても閲覧できるよう掲示をしています。事業計画については保護者懇談会の折に資料を配付して
説明を⾏っています。 
 
4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 
（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に⾏われている 
【8】 Ⅰ-4-（1）-①  保育の質の向上に向けた取組が組織的に⾏われ、機能している 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●人事評価制度を導入し、年 2 回、個人面接を実施し、自己観察書（目標）・観察指導記録（その進捗）、「キャリ
ア別 求められる資質」を基に職員一人ひとりの目標の達成度の確認⾏い、質の向上につなげています。個人面
接では、１次（主任）、２次（園⻑）、最終面接（上司）の段階を設け、各目的及び各立場によって⽣まれる面接
での視点の違いを総合的に評価につなげ、質の向上に向けて組織的に実施する体制を構築しています。また、基
本的に 5 年に１回、第三者評価を受審し、今回は 5 年に１回を待たずに第三者評価の受審を⾏い、職員の意識統
一を図り、積極的に園の自己評価に取り組み、保育の質の向上を図っています。 
 
【9】 Ⅰ-4-（1）-②  評価結果に基づき保育所として取り組むべき課題を明確にし、計画的な

改善策を実施している  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●評価結果の分析を基に法人本部で事業報告・事業計画書を作成・報告を⾏っています。評価結果の課題につい
ては、主任会議で課題の確認を⾏い、職員会議では課題の明確化及び園の強み弱みを把握し、強みを⽣かした改
善策を策定して実施するようにしています。改善できない事項は見直しを図りながら実⾏につなげています。 
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共通評価Ⅱ 組織の運営管理 
 
１ 管理者の責任とリーダーシップ 
（１）管理者の責任が明確にされている 
【10】 Ⅱ-1-（1）-①  施設⻑は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●園⻑の役割と責任については、接遇マニュアル「“はばたけ”より良い保育を目指して」で示し、職務分担表に役
割と業務内容を明示し、園⻑の権限と責任を明確にすると共に、一部権限の委譲も示しています。園⻑の保育に
対する想い、保育方針については毎月の園だより等を通して発信しています。基本方針は運営計画で職員に周知
し、理解を促しています。 

 

【11】 Ⅱ-1-（1）-②  遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を⾏っている 
評価結果 Ｂ 

 
評価の理由 

 
●遵守すべき法の理解の前提として、法人の規程に基づき、全体で遵守すべき事項や変更点については、各会議
（職員会議・主任会議等）で伝えると共に、必要に応じて臨時の会議で周知しています。法人系列 4 園の合同園
⻑会で保育に係る運営課題の共通認識と改善に向けた事例の共有を⾏い、園運営に反映させています。保育に関
わる社会的な事案については職員に回覧及び掲示で共有化を図り、接遇における啓発も⾏っています。 
 
（2）管理者のリーダーシップが発揮されている 
【12】 Ⅱ-1-（2）-①  保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●園⻑は、職員の提案や意見等に傾聴し、職員の考え、要望、能力・技術面の把握に努め、コミュニケーション
を図りながら共に考え、一緒に取り組むことにより職員一人ひとりの資質・専門性の向上に努めています。外部
研修受講後は、各種会議で報告及び体験発表の場を設け、講師を務めることでスキルアップを図り、研修成果の
充実にもつなげています。また、園⻑の方針を軸に法人本部との連携・助言を運営、職員の育成に⽣かし、職員
一人ひとりの考えを汲みながらバランスよく指導力を発揮しています。 
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【13】 Ⅰ-1-（2）-①  経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●保育の質の向上に関しては、企画運営会議（理事⻑・法人本部職員・各園⻑が参加）で法人理念、基本方針、
基本的な考えの共通理解を図り、管理監督者間での意思統一を図っています。例えば人事、労務、財務等につい
ては残業時間の平準化に取り組み、特定の職員に残業が偏ることのないよう報告事項とする等、業務の実効性を
高めるよう組織で働きやすい体制の構築に努めています。 
 

2 福祉人材の確保・育成 
（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている 
【14】 Ⅱ-2-（1）-①  必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が

実施されている  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●人事評価制度に基づく適正な評価を⾏い、職員のやりがい、働き甲斐につながる処遇に努めています。キャリ
アパスに基づく職務と賃金の正当性、研修参加へのシフト、体制に配慮して自己啓発の機会を提供し、福利厚⽣
の充実を図る等、職場環境の整備に努めています。採用活動では、短大・保育専門学校へ訪問し、園見学、実習
を積極的に受け入れ、年度採用につながる働きかけに努めています。また、WEB を通じて法人、園の考えを発信
し、採用に向けた情報提供を⾏っています。 
 

【15】 Ⅱ-２-（１）-②  総合的な人事管理が⾏われている 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●職務分担表による職位階層（キャリア）別に求められる資質を基に、各職員の目標設定、人事評価による面接
と評価を⾏い、目標達成度や職務の決定を⾏い、職員のモチベーションにつなげています。人事では、適材適所、
専門性、業務遂⾏能力、処遇面、福利厚⽣、職員の意見の反映等を総合的に検討し、キャリアの活用に⽣かして
います。 
 
 
 
 
 



11 
 

（2）職員の就業状況に配慮がなされている 
【16】 Ⅱ-2-（2）-①  職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場作りに取組んでいる 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●職員の就業状況を把握し、職場環境の整備に努めています。職員の所定休憩に配慮し、時間外勤務手当ての申
告制度を設け、リーダーは職員間の勤務バランスに努め、時間内で業務が終了できるよう調整を図っています。
また、法人の規程を基に年次休暇、各種制度（育児・介護短時間、産休・介護休暇等）を取得しやすい仕組み作
りを構築し、ワーク・ライフ・バランスを意識した働き方改革にも取り組んでいきます。また、法人として総合
福祉団体定期保険、新医療保障保険に加入して、もしもの時の負担軽減を図っています。さらに、ハマふれんど
に加入し、各種優遇を受けられるようにしています。 
 

（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている 
【17】 Ⅱ-2-（3）-①  職員一人ひとりの育成に向けた取組を⾏っている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●人事評価制度を導入し、自己観察書・観察指導記録を基に年 2 回、個人面接を実施し、個人目標・達成度の確
認及び指導・助言を⾏い、リーダーや他職員と課題を共有しながら全体で一人ひとりの育成に努めています。す
くすく保育園接遇マニュアル（業務マニュアル）「“はばたけ”より良い保育を目指して」を作成し、職員の資質の
向上に向けた取り組みを強化しています。                        
 

【18】 Ⅱ-2-（3）-②  職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が
実施されている  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●教育・研修に関する方針は運営計画の中に組み込み、職員に周知しています。園内研修、⾏政主催のキャリア
アップ研修等の他、外部研修は情報を提供して希望者が参加する等、研修の推奨を図っています。研修内容につ
いては前年度の実績を踏まえ、毎年見直しを⾏っています。 
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【19】 Ⅱ-2-（3）-②  職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●法人で「職位階層（キャリア）別に求められる資質」を明文化し、キャリア別に応じた必要な研修に参加でき
る体制を確保しています。園内研修を計画的に実施し、さらにクラス会議の中で固有の課題について意見交換を
⾏い、職員間で気付き及び実務知識の向上を図り、研鑽しています。個別的に OJT も実施し、クラスリーダー（主
任）を指導者とし、研修日誌に記入して振り返りを⾏い、資質向上につなげています。出張扱いの研修、費用負
担の研修も利用できるようにしています。 
 
（4）実習⽣等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に⾏われている 
【20】 Ⅱ-2-（4）-①  実習⽣等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、

積極的な取組をしている  
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●実習⽣受け入れマニュアルを整備し、マニュアルに沿って受け入れを⾏い、次世代の保育士の育成を積極的に
⾏っています。短大、保育専門学校等への訪問を通じて、園見学や実習⽣の受け入れを推進し、学校が抱える課
題等について意見交換を⾏い、実習内容に反映させるようにしています。すくすく保育園は平成 13 年の開所の実
績を重ねた園であり、実習⽣の依頼も多い状況です。 
 
3 運営の透明性の確保 
（１）運営の透明性を確保するための取組が⾏われている 
【21】 Ⅱ-3-（1）-①  運営の透明性を確保するための情報公開が⾏われている 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●法人はガラス張りの運営を原則とし、組織内、保護者、地域等に向けて情報提供を⾏っています。社会福祉法
人として理念、基本方針、保育内容、⾏動計画、一般事業主⾏動計画策定書、事業報告書、事業計画書、財務諸
表、決算書、事業報告書、事業計画書、監査報告書等についてホームページで公開しています。これらは事務室
にファイリングし、保護者等から要求があれば開示を可能としています。また、園⾏事や催事等の情報は、園舎
入り口に設置した掲示板の他、町内会の掲示板、駅構内の案内版、法人関連施設の待合室等に掲載して情報を提
供し、地域の子育て支援にもつなげています。苦情解決・受付については重要事項説明書に明示されており、ホ
ームページ、説明会でも保護者に知らせています。第三者評価受審結果はホームページで開示しています。 
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【22】 Ⅱ-3-（1）-②  公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が⾏われている 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●法人としての運営の透明性に関しては、法人及び法人系列他園を含めて事務、経理、取引等について定期的に
内部監査を⾏い、外部委託の税理士法人、監事・評議員の意見を取り入れ、必要に応じて見直しを⾏い、改善に
努めています。保育所の情報等や内部監査等の指摘も踏まえ、実情に即した経営改善への取り組みを法人本部と
で⾏うようにしています。外部の評価、監査として第三者評価、横浜市の指導監査を受けています。 

 

4 運営の透明性の確保 
（１）地域との関係が適切に確保されている 
【23】 Ⅱ-4-（1）-①  子どもと地域との交流を広げるための取組を⾏っている 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 
●地域のかかわり方については、園の⾏事等を園の掲示板、法人系列の高齢者施設、事業所等に配付及び掲示し
て地域に周知して交流を広げています。また、高齢者施設の高齢者と世代間交流を図っています。北⼭⽥地区セ
ンターを利用し、子育て支援講座や離乳⾷のレシピ講座、歌や手遊びを地域の子育て親子に向けて実施していま
す。平日には地域の子育て親子に向けて園庭開放を⾏っています。    
 

【24】 Ⅱ-4-（1）-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし、体制を確立して
いる  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●ボランティア受け入れマニュアルを整え、地域の中学⽣の体験学習や高校⽣のインターンシップ等を受け入れ
ています。法人関連高齢者施設（介護⽼人保健施設都筑ハートフルステーション）の「お話し会」のボランティ
アが月 1 回、子どもたちへお話しや伝統遊び等を⾏っています。中学⽣の体験学習の受け入れ時には、マニュア
ルに沿い、園の基本方針・活動内容を話し、注意点等を話した上で受け入れています。 
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（2）関係機関との連携が確保されている 
【25】 Ⅱ-4-（2）-①  保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に

⾏われている  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●関係機関等とは連携を図り、リスト化をして活用しています。都筑区役所や横浜市北部地域療育センター、児
童相談所と連携し、情報交換をしています。家庭での虐待等が疑われる場合には、区役所や専門機関と連携し、
子どもへの対応を適切に対応するようにしています。保育園でのお泊り保育時には警察がパトロールの際に立ち
寄りをしてもらったり、園庭で焼き芋やどんど焼きを⾏う際は消防署に届け出をする等、連携を図っています。 
 
（3）地域の福祉向上のための取組を⾏っている 
【26】 Ⅱ-4-（3）-①  地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が⾏われている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●地域の福祉ニーズの把握については、情報収集に努めています。保育園には公益的な面も要求されていること
を踏まえて、地域の子育て支援に積極的に取り組み、地域との交流に努めています。都筑区の私立園⻑会、幼保
小連絡会に参加し、幼保小連絡会では小学校主催のスクールゾーン協議会（年 1 回）へ参加し、地域の情報を確
認しています。都筑区主催の地域支援担当者会議にも参加し、情報収集に努めています。地域性を把握し、園庭
開放を⾏い、各種⾏事へのお誘いもしています。 
 

【27】 Ⅱ-4-（3）-②  地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が⾏われている 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●把握した福祉ニーズ等に基づいて、社会福祉事業に留まらない地域貢献に関わる事業・活動について、隣接す
る法人関連施設の介護⽼人保健施設都筑ハートフルステーション、グループホームのはつらつ・ゆうゆうと一緒
に年 1 回、夏祭りを共催して園児、保護者も参加しています。夏祭りには法人関連施設のクリニックや病児保育
室、地域の方も参加し、交流しています。また、年末にはもちつき会を⾏い、施設の高齢者や職員、子どもたち
とのふれあいを大切にしています。すくすく保育園では「ほいくえん広場」を開催して情報提供を⾏い、子育て
支援につなげています。 
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共通評価Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 
１ 利用者本位の福祉サービス 
（１）利用者を尊重する姿勢が明示されている 
【28】 Ⅲ-1-（1）-①  子どもを尊重した保育について共通の理解を持つための取組を⾏ってい

る  
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●子どもを尊重した保育については運営方針に示し、職員に会議等で運営方針、倫理について話をして理解を促
しています。法人として「虐待防止宣言」を⾏い、神奈川労務局に届け、表明しています。「虐待防止宣言」は職
員の目に付くよう事務室、休憩室に掲示して意識を高めています。虐待防止については、運営計画にも記載し、
園でやるべき問題と、地域公的機関がやるべき問題を分けて対応することが大切と考えて対応しています。運営
計画は全職員に配付し、年度初めの会議で周知すると共に各職員で熟読して保育に当っています。性差への先入
観に関しては、色や活動、好きな遊びなどを自由に選び、楽しめるようにしています。懇談会では、クラス全体
の子どもの成⻑の様子を知らせ、互いに尊重することの大切さを話しています。日々の保育の中で子ども同士の
トラブル等では、双方の思いを汲み取りながら、相手の気持ちにも気付けるような援助を心がけています。 
 

【29】 Ⅲ-1-（1）-②  子どものプライバシー保護に配慮した保育が⾏われている 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●子どものプライバシー保護に配慮した保育については、法人として個人情報保護に基づく対応の規程を定め、
園の接遇マニュアルを全職員に配付し、職員間で常に意識できるようにしています。新年度準備の時には必ず接
遇マニュアルの読み合わせを⾏い、確認し合っています。女児のおむつ交換、シャワーについては女性保育士が
⾏うよう配慮しています。保護者に対しては、重要事項説明書の説明後に、園として個人情報の使用についての
同意書を得ています。 
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（2）福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に⾏われている 
【30】 Ⅲ-1-（2）-①  福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に⾏われて

いる  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●理念や基本方針、保育の内容、保育所の特性等を記載した文書として、パンフレット、重要事項説明書、ホー
ムページ等を用意して分かりやすく園についての情報を提供しています。公の機関の情報としては、園の情報・
保育内容等が横浜市、都筑区のホームページに提供されています。保育園のパンフレットは「ほいくえん広場」
活動の場所に置き、自由に手にすることが出来るようにしています。園見学者には園⻑・主任が丁寧に対応し、
パンフレットを渡して説明をしています。園の掲示板にパンフレットを掲示し、保育の内容を伝えています。ま
た、試⾷会を開催し、離乳⾷の試⾷も実施しています。 
 

【31】 Ⅲ-1-（2）-②  保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している 
評価結果 B 

 

評価の理由 
 
●保育の開始や保育内容の変更については、入園時、年度末の懇談会で重要事項説明書を配付して園⻑が説明を
⾏い、保護者に署名捺印を得て、双方で 1 部ずつ保管しています。年度途中の変更については都度、資料と共に
手紙の配付及び、掲示をして知らせています。 

 

【32】 Ⅲ-1-（2）-③  保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を⾏っている 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●転園等の手続については区役所や転園先に委ねていますが、転園、転勤に依る保育園の変更については転園⽣
の保護者の承認や市区町村の要請の上で⾏います。必要に応じて書類を作成してスムーズに転園できるよう配慮
しています。変更先からの問い合わせについては、プライバシー保護の観点から支障のない程度でお答えしてい
ます。小学校就学については、入学小学校に保育所保育児童要録を送付しています。卒園児や退園児に対して、
担当者や相談窓口の設置は特に決めていませんが、園⾏事に招待し、交流する機会を設けています。今後、保育
の継続性に配慮した保育所の利用の終了後についての相談窓口の設置やその後の相談方法、担当者について説明
する機会、その内容を記載した文書の配付等が期待されます。 
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（3）利用者満足の向上に努めている 
【33】 Ⅲ-1-（3）-①  利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を⾏っている 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●利用者満足状況の確認については、毎年保護者アンケートを実施し、⾏事ごとにアンケートを⾏い、保護者の
意見や要望を確認し、要望に応えられるよう努めています。子どもの満足度については日々の保育の中で把握す
るようにしています。保護者については、日々の送迎時においての保護者の表情や言葉、連絡帳に記載された内
容から、保護者の真意を汲み取る視点を持ち、保護者の気持ちに寄り添った関わりを持つよう努めています。ま
た、懇談会、保護者会等を開催し、定期的及び随時、利用者個別面談を実施して保護者からの意見や要望等を把
握し、日常保育に反映するようにしています。職員は子どもの最善の利益を常に考え、一人ひとりの気持ちに寄
り添う保育を⾏っています。 
 
（4）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 
【34】 Ⅲ-1-（4）-①  苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●苦情解決の仕組みについては重要事項説明書内に記載し、第三者委員名も明示しています。また、ホームペー
ジに苦情解決の構成、手順を掲載しています。苦情解決の窓口・案内は園内に掲示して周知しています。さらに、
園用と苦情解決用ポスト（意見箱）の 2 種を設置し、保護者が意見を述べやすい環境作りをしています。 
 

【35】 Ⅲ-1-（4）-②  保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知し
ている  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●相談や意見を述べる方法として園用と苦情解決用の意見箱を園内に設置しています。保護者が相談しやすい体
制については、重要事項説明書に記載し、入園時に説明しています。園の情報はホール内に掲示し、保護者等が
活動内容や目的を視認できるように取り組んでいます。意見を述べやすいスペースについては、相談を⾏う適切
な場所を用意し、プライバシーの確保に配慮しています。 
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【36】 Ⅲ-1-（4）-③  保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●日々の送迎時における保護者対応や、連絡ノート、要望、意見については、個人情報保護を基本に、園として
関わりを持つ内容を整理して対応しています。保護者からの相談・意見等は直ぐに対応・改善できるものについ
ては迅速に対応し、時間を要するものについては、途中経過を伝えながら改善に努めています。 
 
（5）安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が⾏われている 
【37】 Ⅲ-1-（5）-①  安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制

が構築されている  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●事故防止対応マニュアルがあり、全職員へ配付して周知しています。リスクマネジメトについては安全点検係
の職員が事故報告書、ヒヤリハットを検証し、発⽣要因の分析や再発防止に努めています。法人系列園の園⻑会
で法人内のリスクを確認し、共有を図り、各園で事故防止に努めています。他施設での事例にも注目し、新聞記
事、メディア等の事故報告等を職員に周知して共通認識を図り、園での安全の見直し、保育の事故防止に努めて
います。日常の活動については「KY」（危険予知）を⾏い、安全性を高めています。 
 

【38】 Ⅲ-1-（5）-②  感染症の予防や発⽣時における子どもの安全確保のための体制を整備し、
取組を⾏っている  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●嘔吐や下痢の処理方法、インフルエンザ予防、手指の消毒、汚染物の消毒方法等の感染症予防について、感染
症マニュアルを整備し、マニュアルに沿って園内研修を⾏い、職員間で認識しています。感染症マニュアルは「連
絡ボード」に貼り、すぐに確認できるようにしています。感染症予防や発⽣時の対応、感染拡大を防ぐための園
においての対応の徹底を⾏い、職員へ周知（ミーティング等）し、保護者へ注意喚起を⾏っています。感染が把
握できた時点で、感染症の発症状況と感染症が出たクラス名を玄関に掲示し、蔓延防止に努め、その後の状況の
変化も継続して発信しています。保護者に対して、入園時や保育説明会で感染症と登園禁止等について説明を⾏
い、必要な資料を配付しています。 
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【39】 Ⅲ-1-（5）-③  災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に⾏ってい
る  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●災害時における子どもの安全確保のための組織的な取り組みについては、運営計画に明示し、保護者へは重要
事項説明書に記載して園、職員、保護者が同じ対応が出来るようにしています。第一避難場所は隣接の介護⽼人
保健施設都筑ハートフルステーションであり、第二避難場所は中川中学校、第三避難場所は勝⽥団地となってお
り、全体に周知し、認識を図っています。災害用備蓄については備蓄品リストを作成し、園舎 1 階と 2 階に備蓄
品を分散して備蓄し、年 1 回、在庫状況と賞味期限を確認して入れ替えを⾏っています。毎月、火災、地震等の
避難訓練を実施し、園舎前の早渕川からの⽔害にも留意し、建物・設備類、保育を継続するために必要な対策を
講じています。また、第一避難場所の施設の上層階への垂直避難を推定して「KF 避難訓練」も実施しています。 
 
２ 福祉サービスの質の確保 
（１）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 
【40】 Ⅲ-２-（1）-①  教育について標準的な実施方法が確立している 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●標準的な実施方法は園の接遇マニュアルを全職員に配付し、各クラスの保育で適切に対応するようにしていま
す。定期的な会議等で保育内容について話し合う機会を設け、意見交換することで保育の実施方法の確認をして
います。保育所保育指針の改定による「教育と養護の一体」等、変更点についてはリーダーを中心に職員間で話
し合い、実施していく方向で進めています。  

 

【41】 Ⅲ-２-（1）-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●年度末に次年度に向けて子どもたちの育ちについて申し送りを⾏うと共に、翌年度の年間計画を立案する仕組
みを整えています。新年度の準備については、新担当者と子ども一人ひとりの個人記録を基に引き継ぎを⾏い、
申し伝え漏れのないようにしています。園⻑は、標準的な実施方法が必要なことを伝えながら反面形骸化せず、
創意工夫も大切であることを職員に伝えています。マニュアル類の見直しについては期末の「変更なし」を含め
見直すことにしています。 
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（2）適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている 
【42】 Ⅲ-２-（2）-①  アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 
●保育士、看護師、栄養士も参加してアセスメントに関する協議を⾏い、保育所保育指針を基に全体的な計画を
作成し、計画に基づいて年間指導計画を策定しています。保育説明会、クラス懇談会で保護者に向けて指導計画
の内容を説明し、同意を得ています。配慮が必要な子どもの保育では、保護者の意向等も汲み取りながら職員で
意見を出し合い、ケースに応じて配慮点等を話し合い、指導計画に反映させています。 
 

【43】 Ⅲ-２-（2）-②  定期的に指導計画の評価・見直しを⾏っている 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●各クラスの指導計画の見直しについては、時期（期、月、週）・方法を定め、期、月、週ごとに反省・評価を⾏
い、指導計画の見直しを適切に実施しています。また、毎月の主任会議で各クラスの様子を報告し合い、評価を
⾏い、翌月の計画に反映させています。緊急時の見直しに関しては園⻑、各主任、リーダーで検討を⾏い、すみ
やかに実施できるようにしています。指導計画の評価・見直しは、クラス担任同士や乳幼児会議等で、十分に話
し合いの時間を設けて実施しています。    

 
（3）福祉サービス実施の記録が適切に⾏われている 
【44】 Ⅲ-２-（3）-①  子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に⾏われ、職員間で共有

されている  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●子どもの発達状況や⽣活状況等は保育園で統一した様式に記録しています。⾏事や各クラスのカリキュラム等
は、前年の内容を PDCA に基づき見直しをしています。記録内容や書き方は統一された書式に沿い、記録を⾏っ
ています。 
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【45】 Ⅲ-２-（3）-②  子どもに関する記録の管理体制が確立している 
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●個人情報保護については、個人情報保護マニュアルに明示されています。子どもの記録の保管、保存、廃棄、
情報の提供に関する規定を定め、個人情報の不適正な利用や漏洩に対する対策と対応方法が規定されています。
個人記録や健康診断表等は事務室の鍵付き書棚で管理し、鍵の保管は責任者の所在を明らかにしています。個人
情報の不適正な利用や情報漏洩に関して、業務上でのリスクを回避するよう注意喚起をしています。個人情報の
取り扱いについては重要事項説明書に明記し、保護者へ周知しています。 

 

内容評価 A−１ 保育内容 
 
A−1−（１） 全体的な計画の作成 

【A1】 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域
の実態に応じて全体的な計画を作成している A-1-（1）-① 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●「全体的な計画」は運営方針及び保育目標に沿い、保育所保育指針に基づいて地域、家庭の状況を加味して作
成しています。「全体的な計画」は職員に配付し、運営計画と共に園の年間指導計画、クラスの年間指導計画につ
なげています。養護については乳児期から自然に触れ、非認知能力を大切にした保育を心がけています。 

 

A−1−（２） 環境を通して⾏う保育、養護と教育の一体的展開 

【A2】 ⽣活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備して
いる A-1-（2）-① 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●園舎は２階建てで、１階に 0 歳〜2 歳児室、事務室、厨房、ホールを設け、2 階は 3 歳〜5 歳児室、休憩室、ホ
ール、屋上及びテラスがあります。１階の 0 歳〜１歳児のみが１つの大きな保育室で過ごし、他年齢児は各保育
室を設けています。園舎の外壁等の塗装を一新し、明るい園舎へと⽣まれ変わり、計画的に環境整備を実施して
います。⽣活の場としての環境に配慮し、各保育室、ホールの温度・湿度計を設置してガイドラインを設定し、
天気や外気温などに合わせて、エアコンを活用し、子ども一人ひとりが快適に過ごすことができるようにしてい
ます。クローラ⽔（塩と⽔の電解⽔）の消毒液を常備し、玩具の消毒、室内の清掃・消毒を⾏い、清潔を確保し
ています。また、毎月、安全点検表により各担当者が保育室、園庭のチェックを⾏い、猫除けバリア（高周波の
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音が出ている）や⾍よけ防⾍剤を園庭に設置し、安全に心がけています。 
 

【A3】 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を⾏っている 

A-1-（2）-② 
評価結果 Ａ 

 
評価の理由 

 
●園の基本理念である「子どもの人権や主体性を尊重し、保護者と一体となり、心身ともに健康な児童を育てる
ことを目標としています。」を常に意識して子どもの最善の利益を守り、保護者と共に「育てる」ことを大切にし
て関わっています。子どもの年齢や発達に見合った援助を⾏い、一人ひとりの子どもの気持ちの表出を認め、受
容を心がけ、場面々に応じた声のトーンや口調に配慮して保育に当たっています。職員は、子どもと同じ目線に
立ち、子どもの話を遮らず、子どもの話に傾聴するよう心がけています。 
 

【A4】 子どもが基本的な⽣活習慣を身に付けることができる環境の整備、援助を⾏って
いる A-1-（2）-③ 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●「個」の尊重、「個」への対応を大切にしながら、各年齢や個人の発達等を考慮して⽣活習慣を身につけられる
よう援助しています。園では⽣活習慣チェック表を作成し、一人ひとりの進捗を確認でき、子ども個々に合わせ
て進めるようにしています。また、子どもの経過記録に個人の年間目標を定め、月ごと（2 歳児以上は期ごと）に
記録して保育内容の見直しを⾏っています。横浜市の保育の⽣活習慣についてを参考にして進めています。 
 

【A5】 子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの⽣活と遊びを豊かにする保育
を展開している A-1-（2）-④  

評価結果 Ａ 
 

評価の理由 
 

●子どもが自主的・自発的に⽣活し遊べるよう環境について話し合い、子どもの興味や発達に適した玩具を豊富
に揃え、子どもが自由に手に取って遊びが広がるよう配慮し、また、自ら廃材やカプラ遊びを通して創造性や協
調性を養う活動が出来るよう質の良い環境整備に努めています。室内、⼾外ともに遊びを計画する時には、「ねら
い」を持って環境を設定し、子どもが自主的・自発的に活動できるようにしています。⼾外遊びについては、園
庭や周辺の自然の中で遊べる環境が整っています。法人系列施設の介護⽼人保健施設都筑ハートフルステーショ
ンとは日常的に交流を図り、お泊り保育の時には近隣スーパーへ買い物に⾏き、公共機関を使っての園外保育も
実施し、⽣活のすそ野を広げる機会を提供しています。仲良しパーティーごっこ、おたのしみ会なども⾏ってい
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ます。 
 

【A6】 乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を
整備し、保育の内容や方法に配慮している A-1-（2）-⑤ 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●乳児保育０歳児については、子どもが安心して保育士等と愛着関係(情緒の安定)が持てるよう心がけ、興味と関
心を持って⽣活と遊びが出来るよう配慮しています。初めての環境でも安心できるよう、家庭での様子をよく確
認し、⽣活リズムを把握し、子どもが安心して遊べるよう、子どものやりたい気持ちを受け止め、発想や気付き
に共感して保育に当たっています。毎日、外気浴や⼾外遊びを積極的に取り入れています。保育所保育指針に沿
い、当たり前の保育を見直す取り組みや、一人ひとりの⽣活リズムを大切にする取り組みを⾏い、最終的に幼児
期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿へつなげられるよう工夫しています。 
 

【A7】 3 歳未満児（1・2 歳児）の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適
切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している A-1-（2）-⑥ 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●3 歳未満児（1・2 歳児）の保育につては、養護と教育の一体的な展開を開始する期間と位置付けられています
が、まだ養護の比重が大きい時期なので一人ひとりの子どもの状況に応じ、子どもが自分でしようとする気持ち
を尊重するようにしています。子どもが自分で好きな玩具を取り出して遊べる環境を整え、子どもの目線の位置
に配置し、自由に選択して遊びが展開できるよう配慮しています。職員は自己主張する気持ちを否定せず、まず
は受けとめて子どもの気持ちを尊重しながら関わり、探索活動を十分に楽しめるよう日常的に公園に散歩に出か
け、季節の自然物に触れ、発見する喜びを味わえるようにしています。また、月齢、発達状況の個人差を理解し、
保護者と連携を取りながら、一人ひとりに応じた対応を心がけています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

【A8】 3 歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している A-1-（2）-⑦  

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●３歳以上児の保育において、友だちとの関わりが深くなってくる時期を踏まえ、養護と教育の一体的展開の中
で「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」を意識して各年齢別のカリキュラムを丁寧に作成して保育に反
映させ、成⻑を導いています。集団の葛藤の中で子ども一人ひとりが集団に慣れ、自分を発揮し、リーダーシッ
プを取りつつ自分の個性を⽣かしながら成⻑していく子どもの姿を受け止め、相手の気持ちを考えたり、時には
折り合いをつけながら活動する経験を大切にして支援しています。5 歳児は就学に向けて、アプローチプログラム
としてワークブックや時計の読み方等を学習しています。 
 

【A9】 障害のある子どもが安心して⽣活ができる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している A-1-（2）-⑧  

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●障害のある子どもを受け入れる体制を整備し、園内はバリアフリー構造であり、車いす用のトイレを完備して
います。障害のある子どもの保育については、統合保育を⾏い、他児と一緒に育んでいます。年 2 回、横浜市北
部地域療育センターの巡回訪問を受け、療育相談を依頼し、個別配慮が必要な子どもへの対応について助言・指
導を保育に⽣かしています。先ずは保護者が子どもの姿を理解して子どもと関われるよう、職員が保護者の気持
ちを受け止めていくことを心がけて対応しています。職員は障害児研修に参加し、得た知識は研修報告を⾏い、
職員間で共有し、より良い関わりが持てるよう研鑽しています。 
 

【A10】 ⻑時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

A-1-（2）-⑨  
評価結果 B 

 
評価の理由 

 
●朝・夕の時間帯は全クラス合同で過ごし、家庭的な温かい雰囲気を大切にして子どもが安心して過ごせるよう
配慮しています。日中の⽣活でも連続性に配慮し、子ども主体の計画性を持った取り組みとなるようにしていま
す。特に、延⻑保育にかかる時間の頃は疲労や注意力等、思わぬ事故が起りうることを想定し、ゆっくりとリラ
ックスした保育を心がけています。⻑時間保育では要望に応じて補⾷・夕⾷を提供しています。職員間で伝達漏
れがないようノートを活用して引継ぎを⾏い、お迎え時に担任以外の保育者でも様子を伝えられるようにしてい
ます。 
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【A11】 小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わ
りに配慮している A-1-（2）-⑩ 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●小学校への就学、小学校との連携について、年⻑児は春・冬に小学校の 1 年⽣と、秋には 5 年⽣と交流を⾏い、
入学への期待や就学に向けての準備の機会を作っています。職員は小学校の⾏事（運動会・授業参観・入学式・
卒業式）に出席し、保育要録を通して子どもの情報を伝え、スムーズに小学校との接続が出来るよう連携を図っ
ています。但し、園児は都筑区の広範囲から通園していることもあり、卒園後はそれぞれの就学先へ進むことを
考慮し、近くの保育園と交流を図り、なるべく事前に友達が出来るよう計画しています。保護者に対しては、小
学校との連携状況を伝えたうえで就学に向けた準備事項等を知らせています。 
 
A−1−（3） 健康管理 

【A12】 子どもの健康管理を適切に⾏っている 

A-1-（3）-① 
評価結果 Ｂ 

 
評価の理由 

 
●子どもの健康管理に関するマニュアルは、法人の運営計画（法人系列４園をまとめた計画）に示されており、
運営計画は全職員に配付し、いつでも確認できるようにしています。入園時に子どもの⽣育歴を家庭から提出し
てもらい、一人ひとりの健康状態に関する情報を職員間で共有して保育に⽣かしています。職員は、登園時に視
診を⾏い、保護者から家庭での様子を聞き、看護師は全クラスを巡回して子どもの健康観察を⾏い、担任と連携
しています。SIDS に関しては、午睡時にうつぶせ寝とブレスチェックを定時に⾏い、SIDS の予防に努めていま
す。また、午睡用の布団は通気性の良い素材を採用し、心地良く体を休めることが出来るよう配慮しています。
保護者から子どもの健康に関する質問等があった場合は、看護師が個別に丁寧に対応し、安心を提供しています。    

 

【A13】 健康診断・⻭科健診の結果を保育に反映している 

A-1-（3）-② 
評価結果 Ｂ 

 
評価の理由 

 
●健診では⻭科健診は年 2 回、内科健診は年に 2 回実施しています。通達により令和１年から３歳児から視力検
査・聴力検査を⾏うことになっており実施しています。健診の結果については個人別の健康台帳に記録し、保護
者及び関係職員に周知しています。健診結果は職員間で共有し、必要な援助が出来るようにしています。⻭磨き
指導では赤染め液での磨き残しチェックを⾏い、丁寧に磨くことの大切さを伝えています。 
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【A14】 アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な
対応を⾏っている A-1-（3）-③ 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●アレルギーのある子どもに関しては、半年に 1 回、医師の診断書と共に「⽣活管理指示票」を提出してもらい、
厚⽣労働省の「アレルギー対応ガイドライン」、マニュアルを基に適切に対応しています。⾷事の提供方法では、
職員へアレルギー・除去⾷対応、子どもの情報等を周知し、提供までに献立を厨房と確認し、職員間でも確認し
てから提供する体制を整えています。除去⾷はトレイの色を別にし、⾷札に記載して誤⾷が起こらないよう徹底
しています。献立については、家庭と栄養士・看護師・担任で面談を⾏い、情報を密に伝え合い、連携して進め
ています。 
 
A−1−（4） ⾷事 

【A15】 ⾷事を楽しむことができるよう工夫をしている 

A-1-（4）-① 
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●⾷に関する豊かな経験が出来るよう、各年齢に合わせた「⾷育計画」を作成しています。子どもたちで夏野菜
を栽培（園庭）し、⽔やりをして成⻑を観察し、収穫体験を⾏い、クッキングや給⾷で味わい、⾷への興味・関
心が持てるようにしています。⾷事では、規定量を基に子どもに応じて調節し、完⾷することの喜びや満足感を
味わえるよう配慮し、⾷べる意欲を育んでいます。また、⾏事⾷、お楽しみメニュー、バイキングを取り入れ、
季節の旬の⾷材を味わい、⾷への関心、楽しい⾷事につなげています。5 歳児の卒園に向けて、リクエストメニュ
ーを提供したり、お誕⽣日会ではおやつにケーキを提供してトッピングする等、特別感を味わっています。給⾷
会議を定例で⾏い、喫⾷状況等の共有を⾏い、献立、調理の工夫等を検討し、子どもが楽しんで⾷べられる工夫
につなげています。⾷育の一環で、近所の農家と契約し、さつま芋畑の 1 画を購買し、芋ほりと収穫体験が出来、
法人系列の横浜市 2 園が芋ほりに参加して一緒に楽しんでいます。子どもたちに人気のメニューをレシピにして
家庭へ紹介し、親子の会話の広がりや、家庭での⾷育につなげています。 
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【A16】 子どもがおいしく安心して⾷べることのできる⾷事を提供している 

A-1-（4）-②  
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●献立、⾏事⾷や季節料理など、⾷を楽しめる工夫を⾏っています。また、旬の⾷材を使うことで季節ごとに最
も美味しい⾷材を味わうことができています。給⾷会議では、残⾷用のザルを用いて子どもの⾷べた量を把握し、
残⾷状況と⾷の進まなかった理由を検討し、子どもたちが安心して⾷事が⾷べているかどうか、現場の把握に努
め、翌月の献立作成につなげています。クッキングの⾷育活動を⾏い、活動したレシピを提供すると共に、人気
のある楽しいメニューのレシピも用意しています。 
 

内容評価 A−２ 子育て支援 
 
A−2−（１） 家庭と緊密な連携 

【A17】 子どもの⽣活を充実させるために、家庭との連携を⾏っている 

A-2-（1）-① 
評価結果 Ｂ 

 
評価の理由 

 
●家庭との連携では、送迎時に、家庭での子どもの姿や園⽣活の様子を互いに伝え合い、情報交換を⾏っていま
す。年度末・年度初めのクラス別懇談会では園⻑が参加し、園の理念である「子どもの人権や主体性を尊重し、
保護者と一体となり、心身ともに健康な児童を育てることを目標としています。『思いやりのあるたくましい子の
育成』」を基に、保育方針や保育目標について伝え、重要事項説明書の説明も⾏い、園の理解を促しています。年
2 回、保育参観週間を設け、随時、保護者がいつでも参観できることを入園時にも伝え、園での子どもの様子を見
てもらうと共に、保護者との情報交換の機会を作り、連携を図るようにしています。 
 

【A18】 保護者が安心して子育てができるよう支援を⾏っている 

A-2-（2）-①  
評価結果 A 

 
評価の理由 

 
●登降園での保護者との会話を大切にし、日々の子どもの様子や一人ひとりの成⻑を伝え合い、信頼関係が築け
るよう努めています。年 2 回、クラス別懇談会を実施して子どもの発達や集団の様子に関して伝え、参加出来な
かった保護者には号外（クラス毎の懇談会報告号）を作成して配付し、共有できるようにしています。個人面談
を年 1 回⾏い、育児に関する悩み、相談等、ゆっくりと話せる機会を設け、面談できなかった保護者やそれ以外
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にも、保護者からの要望や園が必要と判断した場合には別途で面談の時間を設け、相談に応じる体制を整えてい
ます。保護者からの相談内容に応じては、専門職員も面談に立ち会う等配慮し、相談内容は記録しています。園
で対応できない相談内容の場合は専門機関を紹介する等、支援も⾏っています。 

 

【A19】 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防
に努めている A-2-（2）-② 

評価結果 B 
 

評価の理由 
 

●家庭での虐待等子どもへの権利侵害事件は近年多くなっているので、早期発見・早期対応が必要と考えていま
す。虐待マニュアルを備え、朝の視診の際、変わった様子がないか確認するように努め、毎日の着替えやオムツ
交換の際、身体の変化等を確認するようにしています。状況に応じて、職員間で親子の様子を共有し、何か気に
なることがあった場合には、すぐに伝え合い、職員間で注意して見守れるような環境作りをしています。虐待等
の疑いがあった際には、速やかに園⻑に報告を⾏い、必要に応じて関係機関と連携及び情報を共有する等、態勢
を整えています。                                           

 

内容評価 A−３ 保育の質の向上 
 
A−3−（１） 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 

【A20】 保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を⾏い、保育実践の改善や専
門性の向上に努めている A-3-（1）-① 

評価結果 A 
 

評価の理由 
 

●人事評価制度に基づき、年度初めに職員の個人目標を定め、都度、面接を⾏いながら振り返りや課題を確認及
び共有し、助言・指導のうえ次期の目標設定につなげ、保育の専門性や資質向上に努めています。保育所の自己
評価、保育士の自己評価はすくすく保育園独自で作成し、毎年実施して保育実践に向けた改善や保育の質の向上
に積極的に取り組み、より良い園作りを目指しています。 



29 
 

令和 1 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人（園児）調査結果 
 
すくすく保育園 
 
調査日程 令和 2 年 2 月 19 日・20 日 
保育観察 保育園を調査者 2 名で訪問し、全クラスの視察、⽣活環境の保育観察を⾏いました。⽣活

の保育観察を⾏い、午睡の様子と保育観察を継続する中、園外活動での散歩に同⾏し、⾷
事場面に同席して保育士のかかわり方、園児の様子の観察を⾏いました。子どもの様子は
散歩、⾷事、午睡時等を通してそれぞれの特徴を捉えて記しています。 

 
【園児の 1 日の様子】 
 
【０歳児】 
＜クラスの様子＞ 
訪問調査日１日目、0 歳児のクラスを見学させていただきました。人見知りの時期でもあり、知らない大人がのぞくと泣き出す
子どももいて、クラスで遊ぶ子どもたちをそっと覗かせていただきました。0 歳児クラスでは一人ひとりを全保育士で保育を⾏
う体制を敷いています。0 歳児の部屋は 1 歳児の部屋を通り越したところにあり、落ち着いた部屋で、ゆったりと過ごしていま
す。子どもたちは明るく、思い思いに穏やかに過ごしています。 
 
【1 歳児】 
＜散歩＞ 
調査者 2 日目、1 歳児（1 歳 11 か月〜2 歳 10 か月）の散歩に同⾏させていただきました。1 歳児の子どもたちは 2 歳児が園庭
で遊んでいるところを通り、手をふりながら散歩先の早淵公園（⼭の上）に向かいます。園の周辺は、保育園の前に早淵川が流
れ、一帯は林を切り拓いた農地だったところで自然に恵まれた地域です。1 歳児は早淵公園（⼭の上）まで、階段を登ります。
低月齢の子どもを先頭に登り、最後に高月齢の子が登ります。低月齢の子どもがかなり早く出発しても高月齢の子どもはすぐ追
いつき、月齢の少しの開きも大きな発達の差がわかります。やっと目的地の早淵公園に着きました。公園では保育士に甘えてい
る子どもや、やりたいことを主張する子ども等、個性が明らかになる 1 歳児のクラス模様です。一緒に遊びたかったのですが、
楽しく遊ぶ子どもたちの表情を見ながら公園を後にしました。 
 
【2 歳児】 
＜園庭あそび＞ 
1 歳児クラスが散歩に⾏く時には 2 歳児は園庭に出て遊んでいました。2 歳児クラスの子どもたちはとても元気で率先して園庭
へ出て遊んでいます。今日は寒い日ですが、園庭でマラソンをして体を温めます。2 歳児は簡単なルールのある遊びが出来るよ
うになり、保育士やお友達と遊びながら言葉のやり取りをし、楽しく遊びを広げています。 
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【3 歳児】 
＜和太鼓の練習＞ 
訪問調査日 2 日、午前中に和太鼓の様子を見学させていただきました。外部講師（NPO 法人「打鼓音」）を招いて⾏う活動の１
つです。和太鼓は３歳〜５歳児が対象で、3 歳児は 5 歳児が叩く和太鼓の見学を⾏い、和太鼓に親しみ、興味を抱き、年上の子
どもたちの姿を見て覚えていきます。３歳は 4 歳、５歳児と一緒に活動を⾏い、和太鼓の周りを回りながら、和太鼓が叩かれる
「ドン」という音で、「うさぎ」、「カニ」等のポーズをその場で取り、自由表現を⾏います。「だるまさんが転んだ」や、「ケン
ケン」、「忍者」等を楽しみながら音を聞いて音に合わせる練習を一緒に⾏い、自然とリズム感を養います。和太鼓の「ドン」と
いう響きが凛とした姿勢と機敏な動作につながります。一緒の活動が終わると 3 歳児は散歩に出かけました。 
 
【4 歳児】 
＜和太鼓の練習＞ 
4 歳児は、5 歳児の練習の後で和太鼓の練習を⾏います。主に、音に一緒に合わせることを目的にしながら、和太鼓の前で立ち
方を習います。バチを持ち、叩く姿勢は両足を広げ、まっすぐに立ち、足はどっしりと据えて安定した立ち方を覚えます。バチ
を真っすぐ腕を軽く上げて構え、音を合わせることが基本のようです。子どもたちは太鼓の前で心の統一をし、それぞれに自分
の筋のようなものを見つけ出したような眼差しを感じました。 
 
【５歳児】 
5 歳児は、成果発表会で和太鼓を保護者等の前で⾏うことに向けて、本格的な練習の指導を受けていました。打つための基本動
作や、音合わせ、音の一体化などを習い、講師の指導に従ってお腹に響く良い音を出していました。「打鼓音」の指導の様子を
見て、リズム感の育成にもとても有用に思いました。発表会当日は鉢巻きにはっぴを着て勇ましく和太鼓を叩く姿に保護者等は
子どもの成⻑と感動をおぼえられることでしょう。 



事業者コメント 
 
施設名： すくすく保育園 
施設⻑： 林 浩子 
 
 

＜評価に取り組んだ感想＞ 
    
 第三者評価の取り組みにあたり、全職員が自己評価を⾏い、乳・幼児の主任がまとめたものを、一つ一
つの項目について保育主任と共に話し合い、確認することで園だけでなく法人としての取り組みを知り、
また、保育についても自身の振り返りや見直しをする良い機会になりました。 
 
 今後も、恵まれた立地環境を活かし、季節の移ろいの中で自然とのふれあい、関連施設の高齢者の方や
地域との交流を通して、保育目標である「思いやりのあるたくましい子の育成」に向け、日々の保育を大
切にし、保育の質の向上に繋げていきたいと思います。 

 
 

＜評価後取り組んだ事として＞ 
 
１．園として、子どもたち一人ひとりが自分らしさを発揮できるよう、寄り添い、気持ちを受け止めるこ

とを大切にできる、保育環境を整えていきたいと思います。 
 
２．法人として設立 20 年という節目を迎え、次の世代に引き継いでいくことを考え、人財育成の面でも、

人事評価制度を活用しながら、人間力の向上を図り、モチベーションの維持・向上に繋げていく取り組
みを⾏っていきます。 

 
３．法人の理念でもある「思いやり」を一歩進め、社会福祉事業に携わる人としてのホスピタリティマイ

ンドの醸成に向け、職員一人ひとりが利用者の身になって考え、察して気付き、⾏動につながることが
できるよう、そして、職員がやりがいを持って働き続けられる環境の整備を目指していきたいと思いま
す。 

 
 
 
 

 


